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川 崎 消 防 署 の 歩 み
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特設消防署規程により神奈川県川崎消防署が設立され、（大師、大島、幸、
中原、高津の５出張所、消防自動車８台、消防官４３名）初代署長高橋公
喜氏が就任した。
高橋署長は異動、第２代署長に佐藤佐太郎氏が就任した。
南町１６番に本署の庁舎を新築した。敷地１，４６２㎡木造モルタル塗り
セメント瓦葺２階建、望楼は庁舎に接続して鉄筋コンクリート６階建。
防空消防の強化を図るため、本署から臨港及び中原の２消防署を分離設置
した。
榎町出張所を設置した。また大空襲により本署庁舎が焼失し、榎町出張所
を臨時本署と定め事務を開始する。
臨港消防署を合併して川崎消防署とした。署長は臨港消防署藤野金蔵氏が
川崎消防署心得を命ぜられ、その後戦災後の消防事務の収拾に当たった。
第３代署長に藤野金蔵氏が就任した。
藤野署長は横須賀消防署長に転任し、第４代署長に西戸部消防署長秋葉嘉
一郎氏が就任した。
秋葉署長が退任し、第５代署長に西戸部消防署長有賀武雄氏が就任した。
有賀署長は警察本部に転任し、第６代署長に磯子消防署長永森庄太郎氏が
就任した。
消防団令の公布により川崎消防団を設置した。初代団長に野崎勇次郎氏が
就任した。
永森署長は鶴見消防署に転任し、第７代署長に土志田徳次郎氏が就任した。
消防組織法の施行により、従来の官設消防の市移管とともに川崎市消防本
部が設置され、１課４係２署（川崎、中原）７出張所で発足した。本署で
は、大師、大島、幸、榎町及び鋼管通の５出張所、署員９５名、初代署長
に土志田徳次郎氏が就任した。
本署管内から災害を根絶し、無災害都市の実現を図ることを目的として、
川崎防火協会が発足した。
藤崎町を中心として大旋風が発生し、死者３名、負傷者４５名となった。
昭和電工（株）川崎工場で爆発火災が発生し、死者１７名、負傷者６９名
となった。
昭和２１年１月以来出張所としての事務を停止し、消防職員寮に転用中で
あった大島出張所が再び開設した。また土志田署長は消防部指導課長に転
任し、第２代署長に中原消防署長三村三九造氏が就任した。
戦災により焼失した本署庁舎を南町１６番地に再建した。木造モルタル塗
２階建庁舎及び木造モルタル塗平家建の公舎を新築し、池上新町２００番
地の旧庁舎は、臨港出張所として開設した。
富士見出張所を開設し、榎町出張所を廃止した。
防火管理体制の確立を図り、住民の防火意識を高め、本市の発展に寄与す
る目的で川崎工場消防協力会が発足した。
危険物等の災害防止に係る施策、研究を行い、もって防災意識の向上を図
ることを目的として川崎危険物保全研究会が発足した。
小向出張所を開設した。
堀之内共同住宅で火災が発生し、死者２名、負傷者９名となった。
本署に剣道場を新築した。
小田出張所を新築、開設した。 
（鉄筋コンクリートブロック造平家建１０２㎡）
臨港消防署の昇格に伴い、本署から大師・鋼管通出張所が分離した。
本署に１７ｍ級はしご付き消防ポンプ自動車が配置された。
三村署長は消防局指導課長に転任し、第３代署長に中原消防署長平野昇三
氏が就任した。
大島出張所を改築した。（鉄筋コンクリート造平家建１０９．９２㎡）
本署に屈折はしご付消防自動車（損保寄贈）が配置された。
小田出張所を増改築し、消防部隊を増強して２隊配置とした。
平野署長は消防局警防課長に転任し、第４代署長に中原消防署長土屋光正
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氏が就任した。
本署（総合庁舎）の改築に着手した。
本署庁舎の改築工事に伴い市内南町１３番地１に仮庁舎を建設・移転し、
即日業務を開始した。
駅前本町２－１のビルで火災が発生し、死者１２名、負傷者１４名となっ
た。
野崎団長が逝去し、第２代団長に金子直蔵氏が就任した。
本署に救助工作車が配置され特別救助隊が発足した。
土屋署長は消防局に転任し、第５代署長に臨港消防署長小林高行氏が就任
した。
消防局及び本署（総合庁舎）の改築工事が完了し、業務を開始した。
本署に３２ｍ級はしご付消防ポンプ自動車２台（１台は市民寄贈）が配置
された。
東田１０－８玩具商で火災が発生し、死者６名、負傷者１０名となった。
小林署長が退任し、第６代署長に中原消防署長小野實氏が就任した。
本署に排煙車が配置された。
川崎競輪場第１投票所騒じょう事件により火災が発生し、負傷者２８名が
発生した。
小野署長は消防局警防課長に転任し、第７代署長に消防局警防課長平野昇
三氏が就任した。
富士見出張所を改築した。（鉄筋コンクリート造２階建延３０７㎡）
平野署長が退任し、第８代署長に中原消防署長鈴木清一氏が就任した。
御幸消防署の新築・開設に伴い、本署から幸、小向出張所が分離した。
大島出張所に救急隊を配置した。
金子団長が退任し、第３代団長に加藤甚太郎氏が就任した。
本署の屈折はしご自動車（損保寄贈）が更新配置された。
鈴木署長が退任し、第９代署長に臨港消防署長山中志郎氏が就任した。
大島出張所を一部改築した。（鉄筋コンクリート造２階建２２１．９㎡）
小田出張所を移転・新築した。（鉄筋コンクリート造３階建４１４．７㎡）
山中署長が退任し、第１０代署長に多摩消防署長小野實氏が就任した。
小田出張所に救急隊を配置した。
本署に４０ｍ級はしご付消防ポンプ自動車が配置された。
小野署長が退任し、第１１代署長に高津消防署長小板橋義雄氏が就任した。
望楼及びテレビ監視装置による監視勤務制度を休止した。 
また昭和２７年に発足した川崎工場消防協力会の名称を川崎事業所消防
協力会に改めた。 
不特定多数収容施設の表示公表制度が発足した。
加藤団長が退任し、第４代団長に清須秀雄氏が就任した。
家庭婦人に対する防火思想の普及高揚を目的とした川崎市婦人消防隊制
度が発足した。
小板橋署長が退任し、第１２代署長に消防局通信司令室長青木玄由氏が就
任した。
本署庁舎の大規模改修を実施した。
青木署長が退任し、第１３代署長に幸消防署長村岡通正氏が就任した。ま
た消防署の組織に関する規程及び消防署処務規程の一部改正により、隔日
勤務員の係担当制が制定され、併せて出張所主任制度が廃止された。
村岡署長が退任し、第１４代署長に消防局予防課長萩原金吾氏が就任した。
また川崎市救急業務実施規程（昭和４１年消防局訓令第４号）が全面改正
され、小田救急隊が柿生出張所に配置替えとなった。
清須団長が退任し、第５代団長に竹島與男氏が就任した。
萩原署長は消防局警防部長に転任し、第１５代署長に消防局予防課長中尾
鐵雄氏が就任した。また大島出張所が３階建に全面改築され、残留員廃止
の執務体制となる。
消防職員・団員の士気高揚と各種外郭団体等の会員・事業所等の火災予防
思想の普及高揚を目的とした「消防のつどい」を開催した。
本署に高発泡車が配置された。
幼児への防火思想の啓発と、クラブ活動を通じて防火思想の普及高揚を目
的とした幼年消防クラブ制度が発足した。 
本署に１０ｍ級はしご付消防ポンプ自動車が配置された。
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竹島団長が退任し、第６代団長に土屋重信氏が就任した。
中尾署長は消防局参事・庶務課長に転任し、第１６代署長に消防局庶務課
長鈴木彰氏が就任した。
子供の火遊び防止を図るため、火の大切さや、火の恐ろしさを教えながら、
防火思想の普及育成を目的とした少年消防クラブ制度が発足した。
本署に４５ｍ級はしご自動車が配置された。
本署に高規格救急自動車が配置された。
本署配置の屈折はしご付自動車が幸消防署へ配置替えとなった。
救急救命士誕生に伴い、救急業務の高度化を開始した。
完全週休２日制の試行実施に伴い、救急隊の３交代制勤務を２交代制に移
行し、併せて本署及び小田出張所の各１個部隊が削減された。
危険物許認可事務の一部が消防署に移管され、移動タンク貯蔵所及び給油
取扱所の許可事務を開始した。
コンピュ―タによる予防及び警防業務支援情報システムの一部運用を開
始した。
土屋団長が退任し、第７代団長に青木喜久蔵氏が就任した。
地域における防火意識の高揚と住宅用防災機器の普及促進を図り、出火防
止と火災による死者を減少させるため、自治省消防庁が提唱している住宅
防火対策モデル地区に旭・港町内会が指定された。
第１、第３、第４分団に小型動力ポンプ付積載車が新配置され、既存配置
の普通ポンプ自動車が廃車となり全分団が小型動力ポンプ付積載車とな
った。
阪神大震災の発生で第１次救援隊員として竹内正宏消防司令補、第６次救
援隊の総指揮官として、小林道正警防第１課長、隊員として小澤一男消防
士長、金原一博消防士が派遣され、神戸市東灘消防署を拠点として救出・
救助活動に従事した。
本署配置の水槽付消防ポンプ自動車が更新された。
複雑多様化する火災に対応するため、火災調査体制を確立し、事務処理を
円滑かつ効率的に実施することを目的とした指定調査員を指名した。
本署に救助工作車（Ⅲ型）が配置され、富士見出張所に水槽付消防ポンプ
自動車が更新された。また青木団長が退任し、第８代団長に酒井忠明氏が
就任した。
鈴木署長が市長事務部局へ出向し、第１７代署長に消防局予防部予防課主
幹鈴木秀兒氏が就任した。
女性の特性を活かした活動と消防団の活性化を目的とした女性消防団員
１２名が採用された。
大島出張所に高規格救急自動車が配置され、小田出張所配置の消防ポンプ
自動車が更新された。
本署配置の広報車が更新された。
地震等が発生した際、消防機関の支援活動を行い、住民の生命・身体・財
産の保護及び被害の軽減を図り、本市の発展に寄与することを目的に川崎
消防ボランティアの会が発足した。
本署に高規格救急自動車が配置された。
鈴木署長が予防部長に昇任し、第１８代署長に消防局総務部庶務課長福元
幸徳氏が就任した。
本署に指揮車が配置された。
酒井団長が退任し、第９代団長に新村二郎氏が就任した。
トルコ大地震の発生で国際緊急援助隊第１次派遣隊員として鈴伊知郎消
防司令補及び松本智禎消防士長が救出・救助活動に従事した。
消防局総合庁舎移転新築工事が開始された。
トルコ共和国に派遣された国際消防救助隊員が皇居宮殿（連翠）で天皇陛
下に拝謁した。
トルコ共和国に派遣された国際消防救助隊員が新宿御苑で内閣総理大臣
主催の「桜を見る会」に招待された。
新村団長が退任し、第１０代団長に出川繁氏が就任した。
福元署長が高津消防署長に転任し、第１９代署長に幸消防署長吉田末男氏
が就任した。
出川団長が逝去し、第１１代団長に伊藤史朗氏が就任した。
小田出張所に高規格救急自動車が配置され、小田救急隊の運用を開始した。

-3-



平成１４年 ４月

平成１４年 ８月
平成１４年１０月
平成１５年 ４月

平成１６年 ３月
平成１６年 ４月

平成１６年 ７月

平成１６年１０月

平成１６年１１月
平成１７年 ３月

平成１７年 ４月

平成１７年 ６月
平成１８年 ３月
平成１８年 ６月
平成１９年 ４月

平成１９年 ９月 
平成１９年１０月
平成２０年 ２月
平成２０年 ４月 
平成２０年１２月
平成２１年 ４月
平成２２年 ３月
平成２２年 ４月
平成２２年１１月
平成２３年 ３月

平成２３年 ４月

平成２４年 ４月

平成２４年１１月
平成２５年 ２月

平成２５年１０月

平成２５年１２月
平成２６年 ４月

平成２７年 ５月

吉田署長が退任し、第２０代署長に消防局参事・庶務課長及川洋氏が就任
した。
消防局総合庁舎が完成し、業務を開始した。
本市ではじめて川崎救急隊に女性救急救命士の運用を開始した。
本署配置の小型動力ポンプ積載車が更新された。
及川署長が消防局警防部長に昇任し、第２１代署長に消防局参事・庶務課
長伊藤英男氏が就任した。
本署配置の指揮車が更新された。
伊藤署長が消防局予防部長に昇任し、第２２代署長に消防局参事・予防課
長柴﨑信夫氏が就任した。
新潟豪雨災害に緊急消防援助隊として、当署から５名の職員が派遣され、
三条市で救出・救助活動にあたった。
新潟中越地震の発生に伴い、緊急消防援助隊として当署から７名の職員が
派遣され、小千谷市等において救出・救助活動に従事した。
伊藤団長が退任し、第１２代団長に奥山義男氏が就任した。
本署配置の４５ｍ級はしご車が更新された。
本署、大島出張所配置の高規格救急自動車が更新された。
署所の適正配置に基づき、小田７丁目が川崎消防署管轄となり、臨港消防
署鋼管通出張所に小田出張所が移転して運用を開始し、旧小田出張所及び
臨港消防署鋼管通出張所は閉庁した。
臨港消防署配置の大型ポンプ車、ホース延長車、化学車、水槽付消防車の
計４台を、当署に保管換した。
柴﨑署長が退任し、第２３代署長に消防局総務部人事課長福井昭久氏が就
任した。
本署配置の軽査察車Ⅱ型が更新された。
本署配置の消防ポンプ自動車が更新された。
放水器具を消防団員宅６箇所に設置し、地域防災対応力を強化した。
福井署長が高津消防署に転任し、第２４代署長に中原消防署長原光男氏が
就任した。
富士見出張所が、臨港消防署藤崎出張所に統合されて閉庁した。
第２分団配置の小型動力ポンプ付積載車が更新された。 
小田出張所配置の高規格救急自動車が更新された。
大型ポンプ車及びホース延長車が、中原消防署に配置替えされた。
第５分団配置の小型動力ポンプ付積載車が更新された。 
原署長が退任し、第２５代署長に中原消防署長本田義雄氏が就任した。
小田出張所配置の化学車が更新された。
本署配置の高発泡車及び小田出張所の消防ポンプ自動車が更新された。
第１、第３、第４分団配置の小型動力ポンプ付積載車が更新された。
東日本大震災の発生により、３月１１日から６月６日までに緊急消防援助
隊として当署からは、千葉県市原市コスモ石油火災へ２名、宮城県仙台市
津波被害捜索に車両１台・６名、福島第１原子力発電所に２名、福島県へ
救急部隊６名、計１６名が派遣された。
本署配置の救助工作車、高規格救急自動車、水槽付き消防自動車及び、大
島出張所配置の高規格救急車がそれぞれ更新された。
本田署長が退任し、第２６代署長に消防局総務部担当部長庶務課長事務取
扱田中経康氏が就任した。
田中署長が臨港消防署に転任し、第２７代署長に中原消防署長山口高広氏
が就任した。
大島出張所配置の化学車が更新された。
各分団等に配置されている耐震災用台車付小型動力ポンプのうち本団１
台、第２分団１台、第３分団１台、第４分団２台、５分団１台計６台が更
新された。
台風２６号の影響により伊豆大島で起きた土砂災害で、緊急消防援助隊と
して、当署からは１０月１６日に指揮隊１名、救助隊５名が大島町へ派遣
された。
奥山団長が逝去し、第１３代団長に工藤宏氏が就任した。
山口署長が消防局警防部長に昇任し、第２８代署長に消防局総務部担当部
長庶務課長事務取扱山本勉氏が就任した。
日進町の簡易宿泊所で火災が発生し、死者１１名、負傷者１７名となった。
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平成２８年 ３月
平成２８年 ４月 

平成２９年 ３月 

平成２９年 ４月

平成３０年 ３月
平成３０年 ４月
平成３１年 ４月

令和 元年 ７月
令和 元年 ９月
令和 ２年 ３月
令和 ２年 ４月 

令和 ２年１１月
令和 ３年 ４月

本署配置の消防ポンプ自動車が更新された
山本署長が麻生消防署に転任し、第２９代署長に消防局警防部救急課長京
増敏彦氏が就任した。
本署配置の指揮車及び高規格救急自動車、大島出張所配置の高規格救急自
動車が更新された。
京増署長が退任し、第３０代署長に消防局予防部担当部長予防部予防課長
事務取扱石井博道氏が就任した。
工藤団長が退任し、第１４代団長に藤木伸一氏が就任した。
本署配置の小型動力ポンプ付積載車が更新された。
藤木団長が退任し、第１５代団長に髙野好夫氏が就任した。
石井署長が中原消防署に転任し、第３１代署長に消防局予防部査察課長原
田俊一氏が就任した。
本署配置の軽査察車が更新された。
本署配置の広報車が更新された。
川崎市婦人消防隊が解散された。
原田署長が消防局警防部長に昇任し、第３２代署長に消防局総務部担当部
長庶務課長事務取扱杉山哲男氏が就任した。
小田出張所配置の高規格救急自動車が更新された。
杉山署長が宮前消防署に転任し、第３３代署長に消防局警防部救急課長間
宮雄二郎氏が就任した。
髙野団長が退任し、第１６代団長に小松原徹氏が就任した。
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川 崎 消 防 署 管 内 図

川崎市全体図

Ｙ 総合庁舎

Ｙ 消防出張所

令和３年４月１日現在

人 口 ※ １３７，９８９人

世 帯 数 ※ ７８，３９７世帯

面 積 ７．３９ｋ㎡

消 防 署 １署・２出張所

消 防 職 員 １３８人（現員）

消 防 団 １団・５分団

消 防 団 員 １１８人

（内）機能別消防団員 １１人

 令和３年３月３１日現在の統計です。

大島出張所

消防局・川崎消防署

小田出張所

総合庁舎

消防出張所
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署 所 所在地 分区 受 持 区 域

川崎区南町
20番地7

川崎区小田
7丁目3番41号

川崎区大島上町
20番3号

川崎区の区域のうち追分町、旭町2丁目、鈴木町
港町、中島1丁目、中島2丁目、中島3丁目
大島1丁目、大島2丁目、大島3丁目、大島4丁目
大島5丁目

川崎区の区域のうち鋼管通1丁目、田島町
大島上町、渡田1丁目、渡田2丁目、渡田3丁目
渡田4丁目、渡田東町

川崎区の区域のうち砂子1丁目、砂子2丁目
本町1丁目、本町2丁目、堀之内町、宮本町
宮前町、榎町、東田町、新川通、駅前本町
境町、富士見1丁目、富士見2丁目、旭町1丁目

川崎区の区域のうち南町、小川町、日進町
下並木、池田1丁目、池田2丁目、元木1丁目
元木2丁目、堤根

川崎区の区域のうち貝塚1丁目、貝塚2丁目
渡田新町1丁目、渡田新町2丁目、渡田新町3丁目
渡田向町

川崎区の区域のうち小田1丁目、渡田山王町
京町1丁目、京町2丁目

大島出張所 

2

2

3

1

本署・出張所の所在地及び受持区域

本　　　署

1

2

小田出張所

1

川崎区の区域のうち小田2丁目、小田3丁目
小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田7丁目
小田栄1丁目、小田栄2丁目、浅田1丁目、浅田2丁目
浅田3丁目、浅田4丁目、京町3丁目
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川 崎 消 防 署 事 務 分 掌
課 係 事 務 内 容

予防課

庶務係

１ 公印の保管に関すること

２ 公文書の管理に関すること

３ 署員の人事及び配置に関すること

４ 署員の給与等の支給に関すること

５ 署員の安全管理、福利厚生及び公務災害に関すること

６ 署員の研修管理に関すること

７ 消防施設の保守管理に関すること

８ 物品の出納保管に関すること

９ 消防用油脂類に関すること

10 車両の車検及び定期点検に関すること

11 消防団の機械器具等に関すること

12 広報及び広聴に関すること

13 署内他の係の主管に属しないこと

消防団担当

１ 任免に関すること

２ 退職報奨金に関すること

３ 出務費用弁償及び年報酬に関すること

４ 給貸与に関すること

５ 消防団員等の公務災害に関すること

６ 消防団員等の表彰に関すること

７ 消防協会に関すること

８ 分団長会議に関すること

９ 消防団の沿革史に関すること

10 操法等訓練及び各種事業等に関すること 

11 消防団員の強化対策に関すること

予防係

１ 火災予防の実施計画に関すること

２ 防火管理に関すること

３ 防災管理に関すること

４ 建築物の消防同意等及び検査に関すること

５ 火災予防関係の申請及び届出に関すること

６ 屋外の火災予防に関すること

７ 防火協会等各種団体に関すること

８ 消防用設備等に関すること

９ その他火災予防に関すること

危険物・査察係

１ 危険物製造所等の許可、承認及び届出に関すること 

２ 危険物製造所等の完成検査前検査及び完成検査に関すること 

３ 危険物製造所等の保安に関すること 

４ 危険物施設等に係る立入検査及び違反処理に関すること 

５ 少量危険物及び指定可燃物の届出並びにタンクの水張検査等に関すること 

６ 危険物及び指定可燃物に係る災害調査に関すること 

７ 危険物施設に係る消防用設備等に関すること 

８ 危険物事故防止等に関すること 

９ 危険物許可手数料の徴収、出納に関すること 

10 火薬類及び高圧ガスに関すること 

11 予防係に属さない外郭団体に関すること 

12 防火対象物に係る立入検査及び違反処理に関すること 

13 屋外の火災予防に関すること 

14 防火対象物の表示制度等に関すること 
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警防第１課

及び

警防第２課

警防係

１ 災害活動に関すること

２ 警防計画及び防災対策に関すること

３ 警防体制、災害活動の指揮に関すること

４ 消防職員及び消防団員の動員に関すること

５ 火災警報、消防信号及び消防通信に関すること

６ 消防地理及び消防水利に関すること

７ 消防隊等の運用及び訓練に関すること

８ 救助業務に関すること

９ 自衛消防隊、自衛防災組織等の訓練の指導等に関すること

10 圧縮アセチレンガス等の消防活動阻害物質に関すること

11 消防用機械器具に関すること

12 機関員の技術指導に関すること

13 消火薬剤等に関すること

14 課内他の係の主管に属さないこと

調査係

１ 火災の調査及び災害調査に関すること

２ 指揮情報隊に関すること

３ 火災統計に関すること

４ 災害情報及び災害現場広報に関すること

５ 火災予防指導等に関すること

６ 課の安全管理に関すること

救急係

１ 救急活動に関すること

２ 救急隊の運用及び訓練に関すること

３ メディカルコントロールに関すること

４ 救急資機材に関すること

５ 救急統計に関すること

６ 救急技術の研究に関すること

７ 市民に対する救急技術の指導及び救急知識の普及に関すること

８ 救急告示医療機関等の連絡に関すること

９ その他救急業務に関すること

出張所

１ 消防施設の保守管理に関すること

２ 物品の保管に関すること

３ 広報及び広聴に関すること

４ 消防用機械器具に関すること

５ 警防計画に関すること

６ 消防地理及び消防水利に関すること

７ 災害情報の収集に関すること

８ 職場研修に関すること

９ 自衛消防隊、自衛防災組織等の訓練の指導等に関すること

10 火災の調査及び災害調査に関すること

11 救急に関すること

12 火災予防指導等に関すること

13 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、川崎市火災予防条例（昭和 48年川崎市

条例第 36 号）及び川崎市防火管理等に関する規程（平成 11 年消防局訓令第

18 号）に基づく届出等のうち、別に定めるものの処理に関すること

14 その他、消防長が定める事項に関すること
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(1) (1)

(2) (2)

(4) (4)

(6) (6)

(6) (6)

(0) (0)

(4) (4)

(23) (23)

注　（　　）内は毎日勤務者

(1) (1)

原液

 1,200
水

 1,300
原液

 300
水

 1,500

(1) (1)

(2) (2)

消防ポンプ車 1

救急車 1 1

化学車
1

はしご車（４５ｍ）

1

注　（　）は非常用車両の台数を示す。

配　置　車　両　状　況

（R3.4.1現在）

総計 3 2

軽査察車

ポンプ積載車

指揮車

広報車

水槽付き消防ポンプ車
（水　4,000 ）

22

2

7

10

27

88

救助工作車（Ⅱ型）

高発泡車（原液　３００ ）

職　員　配　置　状　況
(R3.4.1現在）

3

48

138

計本 署 小 田 大 島

2

4

8

1

5

消防士長

消防副士長

消防士

総計

署所別
　区 分

1

1

1

5

10

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補 16

29

14

23

44

28

2

3

車種 本署 小田 大島 計

12 9

1

2

18

2

1

1

2

1

1

1

2

13

1

1

3

1

1

1

1

2

4
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本 署 663 609 604 5 45 22 6 16 23 2 21 9 6 1 2

小 田 448 408 404 4 32 17 2 15 15 0 15 8 8 0 0

大 島 721 678 554 124 36 28 8 20 8 3 5 7 5 1 1

総 計 1,832 1,695 1,562 133 113 67 16 51 46 5 41 24 19 2 3

 注：防火水槽(大型 １００ 以上、小型 １００ 未満)

総

計

消防水利状況

大

型

小

計

小

型

大

型

小

型

計

プ

ー

ル

貯

水

施

設

 区分

署所
別

その他(箇所）

私

設

公

設

計

河

川

(R3.4.1現在）

消 火 栓 (基） 　防  火  水  槽  (基） 注

公   設 私  設

計 小

計
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種別 数量 種別 数量

高度救助
用器具 1 1
検索用
器具

1 1

1 1

1 1

1 1

15 9

15 3

2 1

2 2

1 1

1 30

1 5

1 8

1 6

1 7

1 7

1 2

2 1

1 4

1 5

4 29

1 5

3 11

1 1

2 1空気鋸

充電式破壊器具

救命索発射銃 簡易呼吸器

空気式救助マット

呼吸保護
用器具

隊員保護
用器具

チェーンソー　

鉄線カッター

空気切断機

マット型空気ジャッキ一式

救助用支柱器具

大型油圧切断機

エンジンカッター　

ハンマードリル

破
壊
用
器
具

水中投光器

救命浮環

耐熱服

除染シャワー

除染剤散布器

流水救助器具一式

救命胴衣

防毒衣

陽圧式化学防護服

放射線防護衣

救助用ゴムボート

船外機

除染用
器具

水
難
救
助
用
器
具

隊
員
保
護
用
器
具

送排風機

防毒マスク

携帯警報器

耐電衣

万能斧

救助用資機材配置状況 
（R3.4.1現在）

資　　機　　材 資　　機　　材

熱画像直視装置 コンクリート切断用チェーンソー

簡易画像探索機（ボーカメ） ガス溶断器

かぎ付はしご 削岩機

三連はしご 携帯用コンクリート破壊器具

ワイヤーはしご ハンマー

重
量
物
排
除
用
器
具

切
断
用
器
具

切断用
器具

滑車

小型油圧救助器具（ユニツール）

サバイバースリング

可搬ウィンチ

チェーンブロック

マンホール救助器具

一
般
救
助
用
器
具

航空救助用縛帯

平担架

バスケット担架

大型油圧スプレッダー
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種別 数量 種別 数量

5 ６５ｍｍ×４０ｍ 1

6 ６５ｍｍ×４５ｍ 1

5 ７５ｍｍ×１０ｍ 7

77 ７５ｍｍ×２０ｍ 15

6 ７５ｍｍ×２５ｍ 5

26 1

50 142

152 40kg

12 178

9 25,440L

11 141

7 20

3 18

2 3

1 12

1 12

1 12

1 12

５０ｍｍ×２０ｍ 86 3

６５ｍｍ×２ｍ 1 3

６５ｍｍ×３ｍ 2 3

６５ｍｍ×１０ｍ 1 3

６５ｍｍ×２０ｍ 240 6

放
水
器
具

スローバック

水難用ヘルメットポータブルキャフス

胴付長靴放口プロポーショナー

水難救助用ドライスーツ

水
害
対
策
用
資
機
材

フォグガン

水害対策用救助ボートターレット

救命胴衣

ガンタイプノズル

水防用つるはしエアフォームノズル

水防用掛矢

消防用
ホース

マチノ式

レスキューチューブ

災害対応用特定小電力
トランシーバー

泡放射砲

救助用伸縮棒

救命浮環

MEA（中発砲器）

照
明
器
具

投光器

ろ水機・組立式水槽携帯用投光器

防火衣

そ
の
他

呼
吸
器

空気呼吸器

油吸着材（粉末）空気呼吸器用ボンベ

油吸着材(マット)酸素呼吸器

泡消火剤酸素呼吸器用ボンベ

水防用スコップ

警防資機材配置状況 
（R3.4.1現在）

資　　機　　材 資　　機　　材

測
定
器

ガス検知器(４成分)

水圧測定器

放射線測定器
（中性子線測定器含む）

個人用線量計

消防用
ホース
ネジ式

放
水
器
具
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種別 数量 種別 数量

4 4

4 4

4 4

8 4

4 12

4 4

4 4

4 1

4 4

32 4

4 4

4 4

8

酸 素 吸 入 装 置 聴 診 器

携 帯 型 血 圧 計

自動人 工呼 吸器 高度シミュレーター人形

救急用資機材配置状況

（R3.4.1現在）

資　　機　　材 資　　機　　材

救

急

用

資

機

材

スクープストレッチャー ベットサイドモニター

ロングバックボード パルスオキシメーター

サブストレッチャー マ ギ ー ル 鉗 子

布 担 架 減 圧 ギ ブ ス

自動式 除細 動器 心 肺 蘇 生 用 背 板

頸 椎 固 定 器 具 レスキューシーザー

ショッ クパ ンツ リング カッ ター

輸 液 ポ ン プ ビ デ オ 喉 頭 鏡

喉 頭 鏡

救

急

用

資

機

材

携帯用人工蘇生器 耐 震 動 血 圧 計

携 帯 型 吸 引 器

-14-



（R3.4.1現在）

番号 配　置　場　所 住　　所 対　象　町　丁

１ 川崎消防署 南町２０－７

２ 田島中学校 小田２－２１－７
京町２丁目の一部、小田１丁目
小田２丁目、小田４丁目の一部

３ 南部防災センター 小田７－３－１ 小田５丁目の一部、小田６丁目、小田７丁目

４ 京町中学校 京町３－１９－１１ 京町３丁目、浅田３丁目、浅田４丁目

５ 渡田中学校 渡田向町１１－１
貝塚１丁目、貝塚２丁目、渡田向町
渡田新町１丁目、渡田新町２丁目

６ 旭町小学校 旭町２－２－１
旭町１丁目、旭町２丁目、港町、鈴木町
中島１丁目、中島２丁目

７
市立川崎高校・
　　附属中学校

中島３－３－１
中島１丁目、中島２丁目、中島３丁目
富士見１丁目の一部、富士見２丁目の一部

８ 渡田小学校 田島町１４－１
鋼管通１丁目の一部、小田栄２丁目
田島町

９ 東小田小学校 小田５－１１－２０ 小田３丁目、小田５丁目の一部

１０ 小田小学校 小田４－１２－２４ 小田４丁目の一部

１１ 浅田小学校 浅田２－１１－２１
浅田１丁目、浅田２丁目、大川町
田辺新田、白石町

１２ 新町小学校 渡田新町３－１５－１
小田栄１丁目、渡田３丁目、渡田４丁目
渡田新町３丁目

１３ 東大島小学校 大島５－２５－１ 大島３丁目、大島５丁目

１４ 向小学校 大島４－１７－１
大島１丁目、大島２丁目、大島４丁目
中島３丁目

１５ 田島小学校 渡田１－２０－１
鋼管通１丁目の一部、大島上町、渡田１丁目
渡田２丁目、渡田東町

１６ 川崎小学校 日進町２０－１
元木１丁目、元木２丁目、小川町
南町、日進町

１７ 富士見中学校 富士見２－１－２
榎町、宮前町、境町、新川通、富士見１丁目
富士見２丁目

１８ 宮前小学校 宮前町８－１３
駅前本町、堀之内町、宮本町、砂子１・２丁目
東田町、本町１・２丁目

１９ 川崎中学校 下並木５０ 下並木、堤根

２０ 京町小学校 京町１－１－４
京町１丁目、京町２丁目の一部、池田１丁目
池田２丁目、渡田山王町

消火ホースキット配備状況
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本署管内 小田出張所管内 大島出張所管内

建物火災 42 27 6 9

車両火災 2 1 ‐ 1

その他の火災 7 6 ‐ 1

洞道火災 ‐ ‐ ‐ ‐

トンネル火災 ‐ ‐ ‐ ‐

危険物等輸送車両火災 ‐ ‐ ‐ ‐

小計 51 10.0% 34 6 11

交通事故 7 6 ‐ 1

水難事故 3 2 ‐ 1

機械事故 ‐ ‐ ‐ ‐

エレベーター停止事故 1 1 ‐ ‐

高所救助 3 2 1 ‐

有毒ガス事故 1 1 ‐ ‐

その他 97 51 24 22

小計 112 22.0% 63 25 24

救急 　　　ＰＡ連携　※２ 104 20.5% 30 51 23

　 　警戒　※３ 33 6.5% 22 6 5

　 　偵察　※４ 136 26.8% 94 24 18

　　 調査　※５ 26 5.1% 20 2 4

　 その他の災害　※６ 7 1.4% 5 2 ‐

     その他　※７ 39 7.7% 24 4 11

508 100.0% 292 120 96

件数 割合

警防活動概況

※１　交通事故（船舶、軌道、鉄道、航空機事故を含む）、自然災害及びその他の事故により発生した
　　要救助者を救出するための出場
※２　通常出場する救急隊１隊で対応できない救急事案に対し、消防隊が救急活動を支援するための出場
※３　火災及び人命危険を警戒するための出場
※４　発生した事象を確認するための出場
※５　原因が明確に判明している自動火災報知設備の鳴動、または、緊急性を有しない事象を確認、調査
　　するための出場
※６　崖崩れ、道路冠水及び河川の増水等の自然災害、または、その他災害で人命救助を必要としない災害
※７　上記に含まれない災害

合計

　令和２年中における川崎消防署管内で発生した災害状況
（令和２年中）

そ
の
他

火
災

救
助
※１

管轄区域別件数災害
種別

災害区分
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令和２年 令和元年 増減▲ 令和２年 令和元年 増減▲

51 53 ▲ 2 326 328 ▲ 2

1,924 74 1,850 4,334 17,601 ▲ 13,267

15,300 13,896 1,404 229,646 1,250,322 ▲ 1,020,676

1 0 1 8 5 3

9 5 4 78 68 10

死     者（人）

負 傷 者（人）

月　別　火　災　件　数

　管内の火災発生状況を月別に見ますと、１２月が８件、７月が６件、２・３・８・１０月が
５件、１月が４件、４・５・１１月が３件、６・９月が２件となっています。

　令和２年中の当署管内の火災件数は５１件で、前年と比べて２件減少し、死者は１人、負傷
者は９名となっています。なお、全市の火災による死者は８人で内訳は、逃げ遅れが５人、放
火自殺が２人、その他が１人となっています。そのうち、６５歳以上の方が４人となっていま
す。

火　　災　　概　　況

火災件数（件）

焼損床面積（㎡）

損害額（千円）

区分
川崎署管内 川崎市全域

4

5 5

3 3

2

6

5

2

5

3

8

3 3

8

6

4

3

0

8

1

6

8

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和２年 令和元年
件数
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火災種別ごとの件数

　管内の出火件数を火災の種別ごとに見ますと、建物火災が４２件で全体の８２％を占めて
おり、次にその他の火災が７件で１４％、車両火災が２件で４％となっています。

原因別火災件数

　出火原因別の件数は、第１位が放火及び電気関係（電気機器、電話・電灯等の配線、電気
装置、配線器具）によるもので各々１３件（２５％）、第３位がたばこによるもので１１件
（２２％）となっています。
  全市においては、昭和５１年以来連続してトップだった放火が、平成３０年、令和元年と
たばこに変わっていましたが、令和２年は再び原因の第１位となっています。

建物

42件

82%

車両

2件

4%

その他

7件

14%

令和２年

建物

33件

62%

車両

6件

11%

その他

14件

27%

令和元年

放火

13件

25%

電気関係

13件

25%

たばこ

11件

22%

こんろ

5件

10%

その他

5件

10%

溶断溶接

2件

4%

ストーブ

2件

4%

令和２年

たばこ

13件

24%

電気関係

12件

23%

放火

11件

21%

その他

9件

17%

火遊び

4件

こんろ

3件

6%

ストーブ

1件

2%

令和元年

総計

５１件

総計

５１件

総計

５３件

総計

５３件
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7 1 3

3 1 1

1 1 2

3 1 2

1 2 1

2 1 1

2 5 1

5 1 1

1 1 51

市    内

6

11

町丁名別火災件数

駅前本町※

2

旭町

13

8

12

53

浅田２

浅田４富士見１

南町

堀之内町※

小川町※

東田町※ 中島１※

追分町

日進町

下並木※

境町

大島１

本町２

署所別火災件数

本    署

小    田

大    島

署 管 内 合 計

32

平成３０年

324

22

36

令和２年

326

51

令和元年

328

砂子１丁目※

渡田２

港町※

砂子２丁目※

鈴木町

宮本町※

宮前町

　令和２年の火災発生状況を町丁名別に見ますと、駅前本町が７件、砂子２丁目、鈴木町
が５件、他は３件以内となっています。
　なお、町名未記載の地域では火災は発生しておりません。放火による火災は※印の町丁
で発生しています。

34

小田栄２丁目

池田２丁目※

大島３

合  計（件）
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　火災発生状況を時間別に見ると、最も多い時間帯は、１２時台で６件（放火３件）
が発生しており、次に多い時間帯は、１９時台で５件（放火１件）が発生していま
す。
　放火による火災を少しでも減少するためにも、見えにくい場所に燃えやすい物を置
かない等、放火されない環境作りに心掛けてください。

時間別火災件数

過去５年間の火災統計

負傷者

平成３０年

21

24 42

0 5 28

27

1,924 15,300 1 9

489 23

36(324) 503 11 18

3 20

64(374) 381 7,360 0

293 11,167 37

　注　（　　）内は全市の件数を示す。

年 件   数
焼損床面積
（㎡）

損害額
（千円）

死 者

65,359 1

平成２９年 45(331)

平成２８年

1

令和元年 53(328) 74 13,896

令和２年 51(326)

り災世帯り災者数

　当署管内における令和２年の火災件数は、川崎市内全８署中、２番目に多い件数と
なっています。

2 2

0

2

0

1 1

3

2

1

2 2

6

2

3 3

1 1

2

5

2 2

4

0

2

0

1

3

2 2

0

4 4

0

1

3 3

0

2 2

1 1

5

1

3

1

5

3 3 3

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 不明

件 数

時 間

令和２年 令和元年
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令和２年令和元年 増減▲ 令和２年令和元年 増減▲

8,001 8,969 ▲ 968 66,951 75,513 ▲ 8562

6,284 7,258 ▲ 974 56,235 65,128 ▲ 8893

1,742 1,754 ▲ 12 10,946 10,703 243

2,667 2,990 ▲ 323 2,309 2,696 ▲ 387

7.3 8.2 ▲ 0.9 6.3 7.1 ▲ 0.8

出場
件数

搬送
人員

出場
件数

搬送
人員

出場
件数

搬送
人員

出場
件数

出場
比率

搬送
人員

1,667 1,380 1,749 1,527 1,608 1,394 5,024 63% 4,301

436 355 375 325 396 328 1,207 15% 1,008

134 107 114 98 138 106 386 5% 311

625 267 248 104 511 293 1,384 17% 664

2,862 2,109 2,486 2,054 2,653 2,121 8,001 100% 6,284

注１：「その他」には、火災、転院搬送、運動競技、労働災害、加害、自損行為などが含まれます。
注２：令和元年の統計は、令和元年１２月３１日までの西暦２０１９年の統計です。

急　　病

一般負傷

交通事故

　　その他　注１

総　　計

隊 別 救 急 出 場 件 数

　令和２年中の川崎署救急隊３隊の出場を事故種別にみると、最も多いのは急病で５，０２４件
（全体の６３％、前年比１％減少）、次いで一般負傷、交通事故の順になります。

川崎救急隊 小田救急隊 大島救急隊　　　　隊名

事故種別

総 計

救 急 件 数

搬 送 人 員

不 搬 送

１隊平均出場件数

１隊１日平均出場件数

救  急  概  況
　本市の救急隊は、令和２年４月１日現在、２９隊が配置されております。
　令和２年中の救急件数は６６，９５１件で、昨年に比べ８，５６２件の減少になりました。減少
になった理由は新型コロナウイルスの蔓延で救急要請を控えた方が多かったと考えられます。
　また、川崎署においては、川崎、大島、小田救急隊の３隊が配置され、出場件数は８，００１件
で昨年に比べ９６８件の減少となっています。
　川崎署１隊の平均出場件数は２，６６７件と市全体（２９隊）の２，３０９件と比較して３５８
件多く、依然として救急出場が多い地域になっています。

川崎署 川崎市

急病

5,737件

64%

一般負傷

1,227件

14%

交通事故

453件

5%

その他

1,552件

17%

令和元年

総計

8,969件

急病

5,024件

63%

一般負傷

1,207件

15%

交通事故

386件

5%

その他

1,384件

17%

令和２年

総計

8,001件

注２
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月 別 救 急 出 場 件 数

　月別出場件数は川崎消防署配置の３台の救急車が各月に救急出場した件数です。月ごとに見る
と８月が８００件を超える多い月となっており、５月が最も少ない月になっています。

署所管轄区域ごとの救急出場件数

小 田 大 島 総 計
9,322

　令和２年中に川崎署管轄区域で発生しました救急件数は９，３２２件で、昨年に比べ１，０８
０件の減少となっています。また、詳細は次の町名別救急件数のとおりです。

本 署
4,700令和２年

令和元年 10,402
2,348

5,282 2,646 2,474
2,274

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

令和２年 795 676 622 592 560 628 635 811 656 661 653 712

令和元年 893 705 708 698 716 707 760 836 698 736 724 788

795

676
622 592

560

628 635

811

656 661 653
712

893

705 708 698 716 707
760

836

698
736 724

788

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

令和２年 令和元年

本署管内

4,700件

51%

小田出張所管内

2,274件

24%

大島出張所管内

2,348件

25%

令和２年

総計

9,322件

本署管内

5,282件

51%

小田出張所管内

2,646件

25%

大島出張所管内

2,474件

24%

令和元年

総計

10,402件
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増減▲

堀之内町

宮本町

9

▲ 17

▲ 33

▲ 71

町名別救急出場件数

 川崎駅周辺の町丁では出場件数が多くなっていますが、これは繁華街等流動人口が多い地域である
ためと考えられます。

区　　　分 令和２年令和元年 増減▲

本

署

区　　　分 令和２年令和元年

▲ 22

191 212 ▲ 21

296 382 ▲ 86

小

田

駅前本町

小川町

本町１丁目

本町２丁目

南町

下並木

宮前町

砂子１丁目

砂子２丁目

東田町

新川通

日進町

▲ 247

198 216 ▲ 18

231 280 ▲ 49

137 158 ▲ 21

▲ 23

105 96

66 83

88 110

榎町

富士見１丁目

富士見２丁目

旭町１丁目

小　　計

池田１丁目

池田２丁目

渡田新町１丁目

渡田新町２丁目

渡田新町３丁目

境町

本　　署

小　　田

大　　島

総　　計

貝塚２丁目

堤根

渡田向町

元木１丁目

元木２丁目

貝塚１丁目

684 707

551 798

232 219

34 31

13

210 284 ▲ 74

75 92 ▲ 17

91 95 ▲ 4

3

170 163 7

153 125 28

83 76 7

6

121 116 5

44 45 ▲ 1

67 65 2

130 124

▲ 11

62 61 1

53 51 2

95 137 ▲ 42

124 135

105 111 ▲ 6

156 143 13

85 82 3

63 85 ▲ 22

4,700 5,282 ▲ 582

4,700 5,282 ▲ 582

2,274 2,646 ▲ 372

2,348 2,474 ▲ 126

9,322 10,402 -1,080

京町１丁目 146 179

京町２丁目 162 233

京町３丁目

▲ 33

小田２丁目 135 151 ▲ 16

156 257 ▲ 101

渡田山王町 110 127 ▲ 17

小田１丁目 130 163

小田５丁目 183 213 ▲ 30

小田６丁目 85 92 ▲ 7

小田３丁目 143 153 ▲ 10

小田４丁目 189 203 ▲ 14

浅田２丁目 179 130 49

浅田３丁目 132 137 ▲ 5

小田７丁目 42 41 1

浅田１丁目 68 98 ▲ 30

小田栄２丁目 215 264 ▲ 49

小　　計 2,274 2,646 ▲ 372

浅田４丁目 110 115 ▲ 5

小田栄１丁目 89 90 ▲ 1

190 ▲ 16

大島４丁目 111 130 ▲ 19

大島１丁目 130 177 ▲ 47

大島２丁目 84 80 4

140 ▲ 19

渡田２丁目 75 91 ▲ 16

大島５丁目 172 153 19

大島上町 124 147 ▲ 23

81 21

田島町 185 157 28

渡田３丁目 53 49 4

渡田４丁目 76 83 ▲ 7

71 ▲ 23

20 2

港町 126 141 ▲ 15

鋼管通１丁目 267 192 75

追分町 135 161 ▲ 26

小　　計 2,348 2,474 ▲ 126

（　川　崎　消　防　署　管　内　）

大

島

中島２丁目 101

鈴木町 22

渡田東町 102

渡田１丁目 121

大島３丁目 174

108 ▲ 7

中島３丁目 161 193 ▲ 32

旭町２丁目 81 110 ▲ 29

中島１丁目 48
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人員 比率 人員 比率 人員 比率 人員 比率 人員 比率 人員 比率

軽症 1 4.0% 113 73.9% 82 70.7% 1,431 60.1% 1,454 40.3% 3,081 49.0%

中等症 22 88.0% 35 22.9% 26 22.4% 796 33.4% 1,830 50.7% 2,709 43.1%

重症 2 8.0% 3 2.0% 8 6.9% 137 5.7% 281 7.8% 431 6.9%

死亡 0 0.0% 2 1.3% 0 0.0% 18 0.8% 41 1.1% 61 1.0%

その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 1 0.0%

小計 25 100.0% 153 100.0% 116 100.0% 2,383 100.0% 3,606 100.0% 6,283 100.0%

      新生児とは出生後２８日未満、乳幼児とは出生後２８日以上７歳未満、少年とは７歳
　　　以上１８歳未満、成人とは１８歳以上６５歳未満、高齢者とは６５歳以上

救急搬送時の年齢区分別傷病程度

　年齢区分別傷病程度は、年齢区分ごとの救急病院搬送時における医師の所見による程度で
あり、全体の比率の約５割が軽症となっており、特に乳幼児の年齢区分では、軽症の比率が
約７割となっています。

新生児 乳幼児 少年 成人 高齢者 合計

（令和２年）
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第１種 第２種 第３種ア

対象物 対象物 対象物

＊イ 　劇場、映画館等 7 7

＊ロ 　公会堂、集会場 3 3

＊イ 　キャバレー、ナイトクラブ等 3 3

＊ロ 　遊技場、ダンスホール 11 11

＊ハ   性風俗営業店舗等 1 1

＊ニ 　カラオケボックス、インターネットカフェ等 3 3

＊イ 　待合、料理店等

＊ロ 　飲食店 47 5 52

4項 38 1 39

＊イ 　旅館、ホテル等 59 2 61

　ロ   寄宿舎、共同住宅等 1 289 557 847

＊イ   病院、診療所等 11 4 15

＊ロ   老人短期入所施設等 14 2 16

＊ハ 　老人デイサービスセンター等 26 18 44

＊ニ 　幼稚園、特別支援学校 12 12

7項 19 19

8項

＊イ 　蒸気浴場、熱気浴場等 70 70

　ロ 　公衆浴場 8 8

10項

11項 12 1 13

  イ   工場、作業場等 3 13 16

  ロ   映画スタジオ等

  イ   自動車車庫等 5 5

  ロ   飛行機等の格納庫

14項 3 13 16

15項 1 88 24 113

＊イ 　特定防火対象物の存する複合用途 489 2 85 576

　ロ 　上記以外の複合用途 92 107 199

16項の2 1 1

16項の3

17項

18項

19項

20項

797 516 837 2,150

13項

2項

1項

（R3.3.31現在）

　図書館等

　停車場等

　神社、寺院等

　倉庫

注＊印は特定用途防火対象物(不特定多数の者が出入りし、火災が発生した場合の人命危険が高い対象物）

　第３種ア防火対象物とは、第１種、第２種防火対象物を除き自動火災報知設備を設置しなければならない対象物

　第２種防火対象物とは、第１種防火対象物を除き防火管理者を定めなければならない対象物

　第１種防火対象物とは、防火管理者を定めなければならない特定防火対象物

　前各項に該当しない事業場

　重要文化財等

＊ 準地下街

　延長５０メートル以上のアーケード

＊ 地下街

防火対象物の状況

合　　計消防法施行令別表第１による区分

　小学校、中学校、高等学校等

＊ 百貨店、マーケット等　

総　　　　　　計

　山林

16項

3項

5項

6項

9項

12項

　舟車

　管内の防火対象物は、ＪＲ川崎駅・京急川崎駅周辺地区に大規模な商店街を中心として地下街、百
貨店、映画館、ホテル等の不特定多数の人を収容する防火対象物が多く、また国道１５号線から東寄
り地区は大規模な病院や、共同住宅を中心とした住宅街、木造住宅の密集地が多いという地域的な特
色があります。
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1 2 5 24 1 20 1 5 5 9 2 0 18 93

433

少量危険物

64 497

（R3.3.31現在）

指定可燃物 合　計

　　少量危険物・指定可燃物届出施設

施
設
数

簡

易

タ

ン

ク

貯

蔵

所

区

分

地

下

タ

ン

ク

貯

蔵

所

屋

外

貯

蔵

所

自

家

用

給

油

取

扱

所

営

業

用

給

油

取

扱

所

給油取扱所

危険物施設の状況

危険物許可施設

販

売

取

扱

所

移

送

取

扱

所

一

般

取

扱

所

屋

内

貯

蔵

所

移

動

タ

ン

ク

貯

蔵

所

屋

外

タ

ン

ク

貯

蔵

所

　危険物許可施設数は合計で９３施設、少量危険物・指定可燃物届出施設は４９７施設、貯蔵
又は取り扱っている危険物は、第４類第１石油類から第４石油類が主となっています。

取　　扱　　所

  管内は、市内有数の商業地区を形成するＪＲ川崎駅・京急川崎駅周辺の商店街を中心にオ
フィス、住居、工場等が混在する地域となっており、主な危険物施設は、地下タンク貯蔵所、
給油取扱所、一般取扱所等となっています。

製

造

所

(R3.3.31現在）

総

計

貯　　蔵　　所

屋

内

タ

ン

ク

貯

蔵

所
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消防団の名称・管轄区域 

 消防団は、昭和２２年消防団令の交付に伴い発足し、現在では市内各消防署の

管轄区域毎に設置されており、川崎消防団は、本団及び第１分団から第５分団ま

での５個分団で組織されています。 

 消防団員は各々職業を持つかたわら、火災、風水害及び地震等の災害発生時に

非常勤として出動し、消防の業務に従事しています。 

分団 別 管 轄 区 域  

第１分団 
川崎区のうち池田１・２丁目、下並木、南町、小川町 

日進町、渡田山王町、京町１丁目、堤根 

第２分団 

川崎区のうち砂子１・２丁目、新川通、宮前町 

宮本町、境町、富士見１・２丁目、堀之内町 

東田町、駅前本町、本町１・２丁目 

鈴木町、旭町１・２丁目、港町、榎町 

第３分団 

川崎区のうち小田栄１・２丁目、渡田東町 

渡田１・２・３・４丁目、元木１・２丁目 

渡田向町、渡田新町１・２・３丁目 

貝塚１・２丁目 

第４分団 

川崎区のうち田島町、鋼管通１丁目、追分町 

中島１・２・３丁目、大島上町 

大島１・２・３・４・５丁目 

第５分団 

川崎区のうち浅田１・２・３・４丁目 

小田１・２・３・４・５・６・７丁目 

京町２・３丁目 
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消防団施設の所在地 

本・分団別 所 在 地 

本  団 川崎区南町２０番地７ 

第１分団 川崎区池田１丁目６番１３号 

第２分団 川崎区砂子２丁目１０番６号 

第３分団 川崎区渡田３丁目１８番１０号 

第４分団 川崎区大島３丁目１８番１４号 

第５分団 川崎区京町３丁目１２番２号 

人員・機械の配置状況 

（Ｒ3.6.1現在）

本・分団別 団 員 数（人） 積 載 車（台） 可搬式小型動力ポンプ（基）

本  団 ７  ２ 

第１分団 ２０ （３） １ ２ 

第２分団 ２３ （８） １ ２ 

第３分団 ２３ （５） １ ２ 

第４分団 １５ （３） １ ２ 

第５分団 ２０ （４） １ ２ 

機能別団員 １３

総  計 １２１ （２３） ５ １２ 

定数 １６０名 

注 （ ）内は女性消防団員を示す。 
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消 防 団 の 組 織 

川崎消防団 
(Ｒ3.6.1現在）

本  団 

団  長 小 松 原  徹 

副 団 長 村 上 健 二 

副 団 長 卯 月 秀 明 

庶務部長 川 田   順 

警護部長 平 栁 誠 一 

消防部長 矢 吹 富 雄 

広報部長 牧 田 誠 司 

分  団 

第１分団長 明 立  信 

第２分団長 小 松 原   励 

第３分団長 小 松 原 孝 春 

第４分団長 松 本 曻 次 

第５分団長 小 原 直 正 

消防団員 １２１名（女性団員 ２３名） 
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自 衛 消 防 力 の 現 況 

(R3.3.31現在）

自 衛 消 防 隊 

事業所数  総 計 自 衛 消 防 隊 員 数  

２３ １，１９７ 

専 任 兼 任 

０ １，１９７ 

消 防 車 両 

総 計 化学車 

普 通 ポ ン プ 車 そ の 他 の 車 両  

計 Ａ１級 Ａ２級 計 小型動力ポンプ 手引動力ポンプ

１ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ 

大 型 消 火 器 

総 計 粉 末 ハロゲン、強化液等 泡 炭 酸 ガ ス

２５２ １０７ ４１ ０ １０４ 
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関 係 団 体 の 組 織 

川崎防火協会 
（R3.7.1現在）

会 長 島 田 潤 二（追分町町内会） 

副 会 長 
髙 野 元 雄（渡田山王町町内会） 

吉 良 郁 夫（味の素(株)理事・川崎事業所長） 

組 織 
管内に所在する事業所、団体及び個人で、本会の趣旨に賛同

する者で組織する。 

会 員 数 １００会員 （町内会 自冶会 事業所 団体） 

事 業 
管内から災害を根絶し、無災害都市の実現を目的とした種々の活

動を行い地域の消防防災に貢献する。 

川崎地区少年消防クラブ
 （R3.7.1現在）

委 員 長 小 宮 淳 子（渡田向町子ども会） 

副 委 員 長 佐 藤 守（大島上町双葉子ども会）

組 織 地域の子ども会を中心に募集を行い組織する。 

クラブ員数 ２０名 

事 業 
少年少女がクラブ活動を通じて防火意識を習得し、規律正しい明

るく元気な少年少女に育つことを目的とする。 

幼年消防クラブ
（R3.4.1現在）

代 表 者 幼稚園の園長又は理事長 

組 織 幼稚園ごとに幼稚園児をもって組織する 

クラブ員数 

ゆ り か ご 幼 稚 園      ５６名 

小 田 双 葉 幼 稚 園      ８３名 

川 崎 頌 和 幼 稚 園      ９４名 

三  輪  幼  稚  園           １２８名 

第 一 ひ か り 幼 稚 園      １７８名 

川 崎 協 立 幼 稚 園         １１１名 

総  計      ６５０名 

事 業 

火災の怖さと、正しい火の取扱いを学び、クラブ活動を通じて防火

のしつけを身につけ、規律正しい明るく元気な少年少女に育つこと

を目的とする。 
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川崎事業所消防協力会
（R3.7.1現在）

会 長 味の素(株)川崎事業所 理事・川崎事業所長 吉 良 郁 夫 

副 会 長 

(株)横浜岡田屋    代表取締役社長 岡 田 伸 浩 

東京ガス(株)川崎支店 支店長     宇賀神 俊 介 

川崎日航ホテル    取締役     伊 藤 正 樹 

組 織 管内の事業所で本会の趣旨に賛同する者で組織する。 

会 員 数 ７２事業所 

事 業 

会員事業所の防火意識の向上と防火管理技術の確立を図る

とともに、災害の絶無と無災害都市の実現を目指して種々

の活動を行い、地域の消防防災に貢献する。 

川崎危険物保全研究会
（R3.6.1現在）

会 長 穴水株式会社        代表取締役社長  穴 水 雄 治 

副 会 長 
川崎南部浴場商業協同組合  理事長      星 野 義 孝 

株式会社アセント      代表取締役社長  堀 内 資 公 

組 織 
管内に所在する危険物等の貯蔵、取扱、販売等を営む事業

所で本会の趣旨に賛同する者で組織する。 

会 員 数 ２７事業所１組合 

事 業 

会員事業所の防火意識の向上と危険物等の災害防止にかか

る施策、研究を行うとともに、災害の絶無と無災害都市の

実現を目指して種々の活動を行い、地域の消防防災に貢献

する。 

川崎消防ボランティアの会
（R3.4.1現在）

会 長 三 谷 輝 夫 

副 会 長 
岡 田 榮 子 

植 山 利 昭 

組 織 

川崎区内に在住、在学する１８歳以上の方で、災害時に消

防機関が行う活動に協力する意思があり、あらかじめ事務

局に申し込みした方で組織する。 

会 員 数 一般会員３６名 特別会員：個人１０名 法人２団体 

事 業 
地震等における消防活動のうち消防職、団員の協力要請に基

づいて救護活動等を支援する。 
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